
○
地
方
行
政
委
員
会

・
内
閣
提
出
法
律
案
（
五
件
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
）
※
は
予
算
関
係
法
律
案

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

※１

警
察
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

衆
四
、

二
、
　
五

四
、

二
、
　
五

　
（
予
）

四
、

　
三
、
二
七

可
　
決

四
、

　
三
、
二
七

可
　
決

四
、

二
、
　
五

四
、

　
三
、
二
六

可
　
　
決

四
、

　
　
三
、
二
六

可
　
決

※１０

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"

二
、
　
七

三
、
二
五

　
三
、
二
七

可
　
決

　
三
、
二
七

可
　
決

二
、
二
八

　
　
三
、
一
〇

可
　
決

　
　
三
、
一
二

可
　
決

　
四
、
　
二
、
二
八

衆
本
会
議
趣
旨
説
明

　
　
　
　
三
、
二
五

参
本
会
議
趣
旨
説
明

※2 5

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

"

二
、
一
四

五
、
一
八

　
五
、
二
八

可
　
決

　
五
、
二
九

可
　
決

二
、
二
八

　
五
、
一
二

可
　
決

　
　
五
、
一
四

可
　
決

　
　
　
　
二
、
二
八

衆
本
会
議
趣
旨
脱
明

　
　
　
　
五
、
一
八

参
本
会
議
趣
旨
説
明

６０

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

"

三
、
一
〇

三
、
一
〇

　
　
（
予
）

　
　
四
、
二
三

可
　
　
決

　
　
四
、
二
四

可
　
　
決

　
三
、
一
〇

交
通
安
全

対
策
特
委

　
　
四
、
一
五

可
　
決

　
　
四
、
一
六

可
　
　
決

7 8

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案

"

三
、
一
八

三
、
一
八

　
　
（
予
）

　
三
、
二
七

可
　
決

　
三
、
二
七

可
　
決

三
、
一
八

　
　
三
、
二
六

可
　
決

　
　
三
、
二
六

可
　
決



・
衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出
者

（
月
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
考

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

委
員
会
付
託

委
員
会
議
決

本
会
議
議
決

8

離
島
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

建
設
委
員
長

（
四
、
四
、
一
五
）
四
、

四
、
一
六

四
、四

、
一
六

四
、

四
、
六

　
〈
予
）

四
、　

　
四
、
一
七

可
　
決

四
、

　
　
四
、
二
〇

可
　
決

四
、

　
　
四
、
　
一
六

可
　
決



　
警
察
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
警
察
庁
刑
事
局
に
新
た
に
暴
力
団
対
策
部
を
設
置
し
、
同
部
に
部
長
を

　
置
く
と
と
も
に
、
同
部
の
所
掌
事
務
を
定
め
る
。

二
、
警
衛
に
関
す
る
事
務
を
警
察
庁
刑
事
局
か
ら
警
察
庁
警
備
局
に
移
管
す

　
る
。

三
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会
に
お

け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
社
会

経
済
情
勢
等
に
か
ん
が
み
、
地
方
税
負
担
の
適
正
合
理
化
を
図
る
た
め
、
個

人
住
民
所
得
割
の
非
課
税
限
度
額
の
引
上
げ
、
住
宅
及
び
住
宅
用
土
地
に
係

る
不
動
産
取
得
税
の
税
率
等
の
特
例
措
置
並
び
に
三
大
都
市
圏
の
特
定
市
の

市
街
化
区
域
に
お
け
る
特
別
土
地
保
有
税
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
の
延
長

等
を
行
う
と
と
も
に
、
非
課
税
等
特
別
措
置
の
整
理
合
理
化
等
を
行
う
こ
と

を
主
な
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
警
察
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
警
察
運
営
の
効
率
化
を

図
る
た
め
、
警
察
庁
刑
事
局
に
新
た
に
暴
力
団
対
策
部
を
設
置
し
、
そ
の
所

掌
事
務
を
定
め
る
と
と
も
に
、
警
衛
に
関
す
る
事
務
を
警
察
庁
刑
事
局
か
ら

警
察
庁
警
備
局
に
移
管
す
る
こ
と
等
を
主
な
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。

　
次
に
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
地
方
公
共
団
体
に

お
い
て
完
全
週
休
二
日
制
を
実
施
す
る
た
め
、
す
べ
て
の
土
曜
日
を
条
例
で

定
め
る
こ
と
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の
休
日
と
す
る
こ
と
等
を
主
な
内
容
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
以
上
三
法
律
案
を
一
括
議
題
と
し
、
政
府
よ

り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
地
方
財
政
の
現
状
認
識
、
固
定
資
産
税
の
評

価
が
え
と
税
負
担
、
国
民
健
康
保
険
を
め
ぐ
る
問
題
、
暴
力
団
対
策
部
の
体

制
と
業
務
、
完
全
週
休
二
日
制
の
推
進
と
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
等
に
つ
い

て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
ま
ず
、
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い

て
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
諫
山
委
員
よ
り

反
対
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
警
察
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
順
次
採
決
の
結
果
、
い
ず
れ
も
全
会
一
致
を

も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。



　
な
お
、
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
自
主

財
源
た
る
地
方
税
源
の
拡
充
を
図
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
附
帯
決
議
が
付

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
〇
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税

　
　
所
得
割
の
非
課
税
限
度
額
算
定
の
加
算
額
を
十
九
万
円
（
現
行
十
五
万

　
円
）
に
引
き
上
げ
る
。

二
、
不
動
産
取
得
税

　
　
住
宅
の
取
得
に
係
る
税
率
の
特
例
措
置
（
三
％
）
及
び
一
定
の
住
宅
用

　
土
地
の
取
得
に
係
る
税
額
の
減
額
措
置
（
当
該
税
額
の
四
分
の
一
に
相
当

　
す
る
額
の
減
額
）
の
適
用
期
限
を
平
成
七
年
六
月
三
十
日
ま
で
延
長
す

　
る
。

三
、
自
動
車
税
及
び
自
動
車
取
得
税

　
１
　
昭
和
五
十
四
年
自
動
車
排
出
ガ
ス
規
制
に
適
合
す
る
デ
ィ
ー
ゼ
ル
ト

　
　
ラ
ッ
ク
又
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
バ
ス
を
廃
車
し
て
新
た
に
買
い
換
え
た
昭
和

　
　
六
十
三
年
以
降
の
自
動
車
排
出
ガ
ス
規
制
に
適
合
す
る
ト
ラ
ッ
ク
、
バ

　
　
ス
に
適
用
さ
れ
る
自
動
車
税
の
税
率
を
軽
減
す
る
特
例
措
置
を
講
じ
、

　
　
自
動
車
取
得
税
の
税
率
を
一
％
軽
減
す
る
特
例
措
置
を
二
年
度
間
に
限

　
　
っ
て
設
け
る
。

　
２
　
平
成
五
年
自
動
車
排
出
ガ
ス
規
制
（
平
成
五
年
十
月
一
日
実
施
）
に

　
　
適
合
す
る
自
動
車
に
係
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
を
規
制
前
の
取
得
に

　
　
あ
っ
て
は
一
％
、
規
制
後
の
取
得
（
平
成
六
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の

　
　
取
得
に
限
る
）
に
あ
っ
て
は
〇
・
一
％
軽
減
す
る
特
例
措
置
を
創
設
す

　
　
る
。

四
、
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税

　
　
三
大
都
市
圏
の
特
定
市
の
一
定
の
市
街
化
区
域
農
地
に
対
し
て
課
す
る

　
平
成
四
年
度
分
の
固
定
資
産
税
又
は
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
、
当
該
市
街

　
化
区
域
農
地
が
平
成
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
一
定
の
事
由
に
よ
り

　
市
街
化
区
域
農
地
以
外
の
農
地
と
な
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
市
長
が
認

　
め
る
場
合
に
は
、
農
地
課
税
相
当
額
を
超
え
る
税
額
を
徴
収
猶
予
が
で
き

　
る
と
す
る
な
ど
、
長
期
営
農
継
続
農
地
制
度
の
廃
止
等
に
伴
う
課
税
の
円

　
滑
化
の
た
め
の
措
置
を
創
設
す
る
。

五
、
特
別
土
地
保
有
税

　
　
三
大
都
市
圏
の
特
定
市
の
市
街
化
区
域
に
お
い
て
取
得
さ
れ
る
一
定
規

　
模
以
上
の
土
地
に
係
る
課
税
の
特
例
措
置
（
い
わ
ゆ
る
ミ
ニ
保
有
税
）
の

　
適
用
期
限
を
延
長
し
、
平
成
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ

　
た
土
地
に
つ
い
て
適
用
す
る
。



六
、
国
民
健
康
保
険
税

　
　
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
限
度
額
を
四
十
六
万
円
（
現
行
四
十
四
万

　
円
）
に
引
き
上
げ
る
。

　
委
員
長
報
告

　
五
五
ペ
ー
ジ
参
照

　
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
五
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
地
方
交
付
税
総
額
の
特
例

　
１
　
平
成
四
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
に
つ
い
て
は
、
地
方
交
付
税

　
　
法
第
六
条
第
二
項
の
額
に
二
百
十
億
円
を
加
算
し
た
額
か
ら
、
同
法
附

　
　
則
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
特
例
措
置
額
八
千
五
百
億
円
、
昭
和
六
十

　
　
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

　
　
一
年
法
律
第
三
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
減
額
二
百
七
億
六

　
　
千
万
円
、
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
借
入
金
元
利
償
還
額

　
　
九
百
二
十
八
億
円
を
控
除
し
た
額
と
す
る
（
以
上
の
措
置
に
よ
り
、
地

　
　
方
交
付
税
の
総
額
は
、
十
五
兆
六
千
七
百
九
十
一
億
九
千
九
百
万
円
と

　
　
な
る
。
）

　
２
　
１
に
お
い
て
控
除
し
た
額
の
う
ち
八
千
五
百
億
円
に
相
当
す
る
額
に

　
　
つ
い
て
は
、
平
成
六
年
度
か
ら
平
成
十
三
年
度
ま
で
の
地
方
交
付
税
の

　
　
総
額
に
加
算
す
る
。

　
３
　
２
に
よ
る
加
算
額
の
ほ
か
、
五
千
九
百
七
十
三
億
円
を
平
成
九
年
度

　
　
か
ら
平
成
十
三
年
度
ま
で
の
地
方
交
付
税
の
総
額
に
加
算
す
る
。

二
、
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
方
法
の
改
正

　
　
平
成
四
年
度
分
の
普
通
交
付
税
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
自
主
的
、
主
体

　
的
な
地
域
づ
く
り
の
推
進
等
地
域
振
興
に
要
す
る
経
費
を
充
実
す
る
こ
と

　
と
し
、
新
た
に
「
企
画
振
興
費
」
を
設
け
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
の
保
健

　
及
び
福
祉
の
増
進
・
生
活
保
護
基
準
の
引
上
げ
等
福
祉
施
策
に
要
す
る
経

　
費
、
国
民
健
康
保
険
財
政
に
つ
い
て
、
そ
の
安
定
化
の
た
め
の
措
置
等
に

　
要
す
る
経
費
、
自
然
環
境
の
保
全
・
廃
棄
物
の
減
量
化
等
快
適
な
環
境
づ

　
く
り
に
要
す
る
経
費
、
道
路
・
街
路
・
公
園
・
下
水
道
・
社
会
福
祉
施

　
設
・
清
掃
施
設
等
住
民
の
生
活
に
直
結
す
る
公
共
施
設
の
整
備
及
び
維
持

　
管
理
に
要
す
る
経
費
、
義
務
教
育
施
設
の
整
備
・
学
習
用
教
材
の
拡
充
・

　
私
学
助
成
の
充
実
・
生
涯
学
習
の
推
進
等
教
育
施
策
に
要
す
る
経
費
、
消

　
防
救
急
業
務
の
充
実
等
に
要
す
る
経
費
並
び
に
地
域
社
会
に
お
け
る
国
際

　
化
及
び
情
報
化
へ
の
対
応
に
要
す
る
経
費
の
財
源
を
措
置
し
、
平
成
四
年

　
度
に
限
り
、
土
地
対
策
の
推
進
に
資
す
る
た
め
土
地
開
発
基
金
費
を
、
高

　
齢
化
社
会
に
対
応
し
地
域
福
祉
の
向
上
を
図
る
た
め
地
域
福
祉
基
金
費

　
を
、
地
方
財
政
の
健
全
化
を
図
る
た
め
臨
時
財
政
特
例
債
償
還
基
金
費
を



　
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
施
行
期
日

　
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会
に
お
け

る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
、
ま
ず
、
平
成
四
年
度
分
の
地
方
交
付
税
総
額

に
つ
い
て
、
法
第
六
条
第
二
項
の
額
に
二
百
十
億
円
を
加
算
し
た
額
か
ら
、

特
例
措
置
額
八
千
五
百
億
円
、
昭
和
六
十
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
の

特
例
に
係
る
返
済
額
二
百
七
億
六
千
万
円
、
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特

別
会
計
借
入
金
元
利
償
還
額
九
百
二
十
八
億
円
を
控
除
し
た
額
と
す
る
こ

と
、
ま
た
、
後
年
度
の
地
方
交
付
税
の
総
額
に
つ
い
て
、
特
例
措
置
額
八
千

五
百
億
円
に
相
当
す
る
額
及
び
五
千
九
百
七
十
三
億
円
を
加
算
す
る
こ
と
、

次
に
、
普
通
交
付
税
の
算
定
に
つ
い
て
、
地
域
振
興
、
福
祉
施
策
、
公
共
施

設
の
整
備
及
び
維
持
管
理
、
教
育
施
策
等
に
要
す
る
経
費
の
財
源
を
措
置
す

る
ほ
か
、
土
地
開
発
基
金
費
、
地
域
福
祉
基
金
費
、
臨
時
財
政
特
例
債
償
還

基
金
費
を
設
け
る
こ
と
等
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
政
府
よ
り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
地
方

自
治
の
あ
り
方
、
地
方
財
政
の
現
状
認
識
、
地
方
交
付
税
の
性
格
、
地
方
交

付
税
の
減
額
問
題
、
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
熱
心

な
質
疑
が
行
わ
れ
、
ま
た
そ
の
間
、
参
考
人
の
意
見
聴
取
を
行
い
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し

て
諫
山
委
員
よ
り
反
対
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
共
同
を
代
表
し
て
野
別
委
員

よ
り
賛
成
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
〇
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
交
通
事
故
調
査
分
析
セ
ン
タ
ー
の
指
定
等
に
関
す
る
制
度
の
新
設

　
１
　
国
家
公
安
委
員
会
は
、
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
で
あ
っ
て
、
交
通

　
　
事
故
の
防
止
及
び
交
通
事
故
に
よ
る
被
害
の
軽
減
に
資
す
る
た
め
の
調

　
　
査
分
析
等
の
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら

　
　
れ
る
も
の
を
、
全
国
に
一
を
限
っ
て
、
交
通
事
故
調
査
分
析
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
以
下
「
分
析
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で

　
　
き
る
。

　
２
　
分
析
セ
ン
タ
ー
は
、
道
路
交
通
の
状
況
、
運
転
者
の
状
況
そ
の
他
の

　
　
交
通
事
故
に
関
係
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
原
因
の
科
学
的
な
研
究



　
　
に
資
す
る
た
め
の
調
査
（
以
下
「
事
故
例
調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
う

　
　
こ
と
、
事
故
例
調
査
に
係
る
情
報
又
は
資
料
を
分
析
す
る
こ
と
等
の
事

　
　
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
３
　
警
察
庁
等
は
分
析
セ
ン
タ
ー
が
そ
の
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
情

　
　
報
又
は
資
料
を
分
析
セ
ン
タ
ー
に
対
し
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

　
　
と
す
る
ほ
か
、
事
故
例
調
査
に
従
事
す
る
者
の
遵
守
事
項
等
に
つ
い
て

　
　
定
め
る
。

二
、
運
転
免
許
に
関
す
る
規
定
の
整
備

　
１
　
仮
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
そ
の
者
の
住
所
地
又
は
自
動

　
　
車
教
習
所
（
一
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
の
所
在
地
を
管

　
　
轄
す
る
公
安
委
員
会
の
行
う
運
転
免
許
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

　
　
こ
と
と
す
る
。

　
２
　
原
付
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
公
安
委
員
会
の
行
う
講
習
を

　
　
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
３
　
免
許
証
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
な
か
っ
た
者
で
、
そ
の
者
の
免

　
　
許
が
効
力
を
失
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
な
い
も
の
等
に

　
　
つ
い
て
、
運
転
免
許
試
験
の
一
部
を
免
除
す
る
。

　
４
　
自
動
車
教
習
所
を
設
置
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当
該
自
動
車
教

　
　
習
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
に
、
一
定
の
事
項
を
届
け
出

　
　
る
こ
と
が
で
き
る
等
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

三
、
そ
の
他

　
1
　
身
体
障
害
者
用
の
車
い
す
に
係
る
定
義
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す

　
　
る
。

　
２
　
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
者
は
、
消
音
器
を
備
え
て
い

　
　
な
い
等
の
自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
。

四
、
施
行
期
日

　
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定

　
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
一
の
改
正
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

　
す
る
。

　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
交
通
事
故
の
実
情
に
か
ん
が
み
、
交
通
事

故
の
防
止
及
び
交
通
事
故
の
被
害
の
軽
減
に
資
す
る
た
め
の
調
査
分
析
等
の

事
業
を
行
う
交
通
事
故
調
査
分
析
セ
ン
タ
ー
の
指
定
等
に
関
す
る
制
度
を
新

設
す
る
ほ
か
、
身
体
障
害
者
用
の
車
い
す
の
定
義
の
明
確
化
、
消
音
器
を
備

え
て
い
な
い
自
動
車
等
の
運
転
の
禁
止
、
原
付
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

に
対
す
る
講
習
の
義
務
づ
け
、
自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
規
定
の
整
備
等
を

行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
政
府
よ
り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
交
通



安
全
基
本
計
画
と
今
後
の
交
通
事
故
防
止
対
策
、
交
通
事
故
調
査
分
析
セ
ン

タ
ー
の
業
務
範
囲
と
救
急
医
療
の
関
係
、
同
セ
ン
タ
ー
の
人
的
構
成
及
び
財

政
問
題
、
本
法
改
正
に
よ
る
暴
走
族
取
り
締
ま
り
の
効
果
等
の
諸
問
題
に
つ

い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
採
決
を
行
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致

を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
交
通
安
全
対
策
に
万
全
を
期
す
る

よ
う
努
め
る
こ
と
等
を
内
容
と
す
る
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
八
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
は
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
完
全
週
休
二
日
制
を
実
施
す
る

た
め
、
地
方
公
共
団
体
の
休
日
と
し
て
す
べ
て
の
土
曜
日
を
定
め
る
こ
と
と

す
る
等
の
措
置
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

一
、
す
べ
て
の
土
曜
日
を
条
例
で
定
め
る
こ
と
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
の
休

　
日
と
す
る
も
の
と
す
る
。

二
、
そ
の
他

　
1
　
法
令
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
い
、
地
方
公
共
団
体
の
処
理
し
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
な
い
事
務
等
を
掲
げ
た
別
表
に
所
要
の
改
正
を
加
え
る
。

　
２
　
本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

　
　
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
３
　
本
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
。

　
委
員
長
報
告

　
五
五
ペ
ー
ジ
参
照

　
離
島
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
八
号
）

　
要
旨

　
本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
離
島
振
興
法
の
有
効
期
限
（
平
成
五
年
三
月
三
十
一
日
）
を
更
に
十
年

　
延
長
し
、
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

二
、
法
律
の
目
的
に
お
い
て
、
国
土
の
保
全
、
海
洋
資
源
の
利
用
、
自
然
環

　
境
の
保
全
等
離
島
の
担
っ
て
い
る
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
。

三
、
離
島
振
興
計
画
に
つ
い
て
、
新
た
に
、
離
島
振
興
の
基
本
的
方
針
、
高

　
齢
者
の
福
祉
の
増
進
、
観
光
の
開
発
等
に
関
す
る
事
項
を
設
け
る
こ
と
に

　
よ
り
、
そ
の
内
容
を
充
実
す
る
。

四
、
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
の
振
興
の
た
め
、
税
制
上
の
特
例
措
置
を
創

　
設
す
る
ほ
か
、
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
対
す
る
地
方
交



　
付
税
に
よ
る
補
て
ん
措
置
、
地
方
債
に
つ
い
て
の
配
慮
、
資
金
の
確
保
等

　
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
。

五
、
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
お
け
る
交
通
の
確
保
、
情
報
の
流
通
の
円

　
滑
化
及
び
通
信
体
系
の
充
実
、
高
齢
者
の
福
祉
の
増
進
、
教
育
の
充
実
等

　
に
つ
い
て
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
配
慮
規
定
等
を
設
け
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
法
律

　
の
有
効
期
限
に
つ
い
て
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
委
員
長
報
告

　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会
に
お
け

る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
離
島
の
社
会
経
済
情
勢
に
か
ん
が
み
、
平

成
五
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
効
力
を
失
う
現
行
の
離
島
振
興
法
の
有
効

期
限
を
さ
ら
に
十
ヵ
年
延
長
す
る
と
と
も
に
、
産
業
振
興
の
た
め
の
税
制
上

の
特
例
措
置
や
地
方
財
政
へ
の
充
実
措
置
を
講
ず
る
こ
と
、
交
通
の
確
保
、

高
齢
者
の
福
祉
の
増
進
、
教
育
の
充
実
等
に
つ
い
て
の
国
及
び
地
方
公
共
団

体
の
配
慮
規
定
を
設
け
る
こ
と
等
を
主
な
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
衆
議
院
建
設
委
員
長
古
賀
誠
君
よ
り
趣
旨
説

明
を
聴
取
し
た
後
、
採
決
を
行
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致

を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




